
 

1/11 

姫監公表第１号   

令和２年 １月２２日   

 

 

 

姫路市監査委員 甲良 佳司    

同       芝野  稔    

同       西本 眞造    

 

 

 

   住民監査請求（「旧姫路市立ぼうぜ診療所」用地測量業務 

   委託料等の返還について）に係る監査の結果について 

 

 

 令和元年１１月２５日に受付した地方自治法第２４２条第１項の規定

に基づく住民監査請求に係る監査の結果を、同条第４項の規定に基づき、

次のとおり公表します。 
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第１ 監査の請求 

 

 １ 請求人 

   姫路市民 廣野 武男 

 

 ２ 請求年月日 

住民監査請求「「旧姫路市立ぼうぜ診療所」用地測量業務委託料等の返

還について」（以下、「本件請求」という。）に係る請求書（以下「本件

請求書」という。）は、令和元年１１月２５日に提出された。 

 

 ３ 請求の要旨 

⑴ 本件請求に係る用地測量業務等について、不必要な業務委託契約を締

結し、その委託料及び業務委託等のために職員に行わせた不必要な事務

に要した費用を支出している。 

ア 保健福祉政策課長（Ａ）は、課長専決で用地測量業務等をＸ協会と

法令等に違反して、一者随意契約を締結しているため、Ｘ協会への委

託料を姫路市に返還させることを求める。 

イ 保健福祉政策課長（Ａ）に、不必要な業務委託等のために職員に不

必要な事務を行わせた費用を姫路市に返還させることを求める。 

⑵ 保健福祉政策課長（Ａ）の数々の法令等の違反行為について、姫路市

職員の懲戒処分に関する基準に規定する「不適切な事務処理」、「虚偽

報告」、「指導監督の不適正」、「公文書隠蔽」に該当するため、懲戒

免職を求める。 

⑶ 本件請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて、公正中立不

偏な判断ができる個別外部監査契約に基づく監査によることを求める。 

 

 ４ 事実を証する書面 

⑴ 家島町坊勢地内土地境界復元等業務委託に係る関係書類 

⑵ 家島町坊勢地内土地境界確定業務委託に係る関係書類 

⑶ 本件請求土地に係る関係書類 

 

 ５ 請求の受理 

   本件請求は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下、「自治法」

という。）第２４２条第１項に規定する要件を具備しているものと認め、

令和元年１２月２日に受理を決定した。 
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第２ 監査の実施 

 

 １ 個別外部監査契約に基づく監査 

   請求人が求める個別外部監査契約に基づく監査の実施については、監査

委員は、日々様々な財務会計上の監査を公正不偏に実施していること、本

件の違法性等の判断を行うに当たって、特に外部の者による判断を必要と

し、あるいは、特に専門的な知識や判断等を必要とする事案ではないと判

断したことから、監査委員による監査の実施を決定した。 

 

 ２ 監査の対象事項 

   請求人のいう保健福祉政策課長（Ａ）は、健康福祉局保健福祉部保健福

祉政策課内地域医療推進室長（以下、「地域医療推進室長」という。）で

あるが、請求人が求める職員の懲戒免職処分については、自治法第２４２

条第１項の規定に該当しないため監査の対象とならない。 

   また、請求人のいう「旧姫路市立ぼうぜ診療所」とは「旧ぼうぜ医院」

であり、「「旧姫路市立ぼうぜ診療所」用地測量業務」とは、市がＸ協会

と締結した令和元年６月３日当初契約（契約金額 833,760 円）及び同年８

月２１日一部変更契約（変更後契約金額 631,800 円）の「家島町坊勢地内

土地境界復元等業務委託」（以下、「本件業務委託１」という。）並びに

令和元年１０月１７日契約（契約金額 935,000 円）の「家島町坊勢地内土

地境界確定業務委託」（以下、「本件業務委託２」という。）である。 

   そこで、監査の対象事項は、以下のとおりとする。 

   本件業務委託１及び２が、不必要な業務委託契約の締結であり、また、

法令等に違反して一者随意契約を締結しているとして、支出した委託料及

び業務委託等のために職員に行わせた不必要な事務に要した費用の返還を

監査の対象とした。 

 

 ３ 監査対象部局 

   健康福祉局 保健福祉部 保健福祉政策課内 地域医療推進室 

 

 ４ 請求人の証拠の提出及び陳述 

   請求人に対し、自治法第２４２条第６項の規定に基づき、令和元年１２

月１３日に証拠の提出及び陳述を行う機会を与えた。 

   請求人は、当該陳述において、請求の趣旨に係る補足説明を行うととも

に、追加の証拠書類として、現場写真を提出した。 

   なお、陳述の要旨は次のとおりであった。 
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  ⑴ 個別外部監査契約に基づく監査の実施について 

   ア 代表監査委員が健康福祉局長在任中に、当該事案の事業決定がなさ

れ、旧ぼうぜ医院解体について営繕課と協議を行い、ほぼ具体案が決

定されていることから、代表監査委員は当事者の一人として除斥され

るのが妥当である。 

   イ 議選委員については、議会において、Ｘ協会との一者随意契約を含

み、少なくとも過去５年間の予算決算を認定している。 

    これらから、姫路市監査委員による監査が公正中立不偏に行われると

は信じがたいため、個別外部監査契約に基づく監査を求める。 

  ⑵ 本件業務委託１及び２に係るＸ協会との一者随意契約について 

   ア 地域医療推進室長は、本件業務委託１及び２についてＸ協会と一者

随意契約を締結しているが、当該契約の業務委託随意契約理由書にお

いて、特定の者と契約しなければ、契約の目的を達成することができ

ない契約をするときとし、その詳細理由として、公共嘱託登記手続き

を法人として受託処理できることとあるが、姫路市に業者登録してい

る土地家屋調査士（以下、「調査士」という。）でも処理ができる。 

イ 本件業務委託１に係る作業を業務期間内に完了する能力を有するこ

ととあるが、期間内に完了していないことや、測量から境界確定まで

一貫処理し、成果品に対して将来まで保証できることとあるが、担当

測量士が保証できないと発言し、境界確定まで一貫処理できていない

ことから、Ｘ協会と契約しなければ契約の目的を達成できないとはい

えず、自治法第２３４条第２項、地方自治法施行令（昭和２２年政令

第１６号。以下、「施行令」という。）第１６７条の２第１項第２号

及び姫路市契約規則第２１条に違反している。 

   ウ 地域医療推進室長は本件業務委託１について、予定価格を設定して

いないこと、期間内に業務を完了していないこと並びに監督及び検査

について地域医療推進室長ができるはずもなく、外部委託もしていな

いことから、姫路市契約規則第２１条第１項第３号、第３２条第１項

第１号及び第３号並びに第５０条第１項に違反している。 

  ⑶ 本件業務委託１及び２の契約金額について 

    地域医療推進室長は、Ｘ協会が報酬等の算定方法その他の報酬基準を

示さなければならないとする規定を確認せず、見積価格について、見解

を述べ価格調整を行わず、随意契約を行うとしても見積合せを行わず、

最少の経費で最大の効果を挙げることを怠っていることから、自治法第

２条第１４項、第１６項及び第１７項並びに地方財政法第４条に違反し

ている。 
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  ⑷ 姫路市における測量登記業務に係る一者随意契約について 

    過去５年に遡った結果、測量登記業務に係る一者随意契約の契約金額

は約１億４０００万円ほどであり、見積合せを実施し、予定価格を設定

していれば無駄な支出をせずに済んだ。 

 

 ５ 監査対象部局の陳述 

   自治法第２４２条第７項の規定に基づき、令和元年１２月１６日に関係

職員の陳述の聴取を行った。 

   なお、陳述の要旨は次のとおりである。 

  ⑴ 本件業務委託１及び２の契約に係る経緯について 

    旧ぼうぜ医院建物の取壊し及び本件請求に係る土地の境界確定作業を

行うべく、平成８年５月１４日付で家島町、当時の隣接土地所有者で

あったＢ氏及び坊勢区長の３者で取り交わした土地境界に関する覚書

（以下、「土地覚書」という。）に基づき、Ｂ氏相続人に連絡し、その

後、相続人の代理人となった請求人と交渉することとなった。 

    請求人から、相続人側と市の２者で、現地立会のうえ境界確定を行う

ことの要求を受け、面談や電話にて現地測量や現地立会の履行について、

度々、短期間の期限を指定されることがあった。また、本件請求に係る

土地については現況と登記上の書類に齟齬があることから、専門家の知

見も得た上で市の境界案を示し、将来必要となる登記申請等の準備のた

め、本件業務委託１の契約を締結した。 

本来であれば、現地測量から境界立会、地積更正までを一契約として

実施するところであったが、請求人とのこれまでの面談の経緯から、市

の示す境界案を理解いただいた上で境界確認の立会を行う必要があった

こと及び関係機関等と調整を行いながら事務を進めていく必要があった

ことなど、他律的な事情によって委託業務の履行に長期間を要する懸念

があったことから、復元測量や地積更正登記などは、本件業務委託２の

契約を締結し実施することとした。 

  ⑵ 本件業務委託１及び２の必要性について 

    本件請求に係る土地に関する資料が乏しく、現況と登記上の書類に齟

齬があり、専門家の知見も得た上で市の境界案を示すため、本件業務委

託１の契約を締結した。その成果物から市の境界案を決定し、請求人に

それを基に今後の事務を進めていくことについて了承を得ることが出来

た。 

    その後、復元測量、地積更正登記及び土地境界確定をするため、Ｘ協

会と本件業務委託２の契約を締結し、これらの実施から、隣接土地の上



 

6/11 

に旧ぼうぜ医院建物の一部を無断で建築していることが判明し、土地所

有者の相続人に対し、示談による損害賠償金を支払い、不法占拠状態を

解消することができた。 

    また、筆界確認書の取り交わし、市道との境界協定申請に必要な隣接

土地所有者等利害関係者の同意書をいただくことができたことなどから、

本件業務委託１及び２が不必要であったとは考えていない。 

  ⑶ 本件業務委託１及び２に係る契約事務の適切性について 

   ア 土地の境界確定に当たっては、将来的に公共嘱託登記を実施するこ

とが明らかであったところ、Ｘ協会は、土地家屋調査士法第６３条の

規定に基づき、調査士の専門的能力を結合し、公共の利益となる事業

に関して官公署等が行う不動産の表示に関する登記に必要な調査、測

量及び登記手続きを適正・迅速に行い、公共事業の円滑な実現に寄与

することを目的として設立された兵庫県下唯一の公益社団法人である。 

   イ Ｘ協会には能力、技術力を有した２４７もの調査士等が在籍してお

り、担当調査士の異動や廃業等があってもＸ協会は存続するため、本

市の業者登録の内、各種調査計測・登記関係の役務提供区分に登録の

ある５１の業者中、高い専門性と将来にわたっての確実な履行が必要

な一連の業務を受託できる業者はＸ協会のみである。 

   ウ 予定価格については、本市が求める業務内容を元に作成された見積

書を精査し、見積金額を予定価格として定めた。 

 

 ６ 監査の実施方法 

   自治法第２４２条第４項の規定に基づく監査は、監査対象部局に対して、

関係書類の提出を求め、書類調査を行うとともに、関係職員からの事情聴

取を行う方法により実施した。 

 

 

第３ 監査の結果 

 

 １ 事実関係の確認 

  ⑴ 代表監査委員の除斥について 

    本件業務委託１の当初契約日は令和元年６月３日であり、当時、健康

福祉局付の主任専門官ではあったが、本件業務委託１に係る業務に関

わっておらず、自治法第１９９条の２に規定する除斥対象とはならない。 

  ⑵ 本件請求に係る土地について 

   ア 昭和２２年ごろに不法に埋め立てられた土地で、その後、土地所有
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者の変遷を経て、坊勢区会から家島町に提供されている。 

イ 昭和４１年に本件請求土地上に旧ぼうぜ医院建物が建設されている。 

ウ 兵庫県から、昭和４９年３月１８日に公有水面埋立ての追認、同年

５月４日に竣功認可を受けている。 

エ 昭和５０年５月１日に土地表題登記、昭和５０年５月８日に当時の

飾磨郡家島町を権利者として所有権保存登記がされている。 

   オ 昭和５７年１月に旧ぼうぜ医院建物が増築されている。 

   カ 本件請求土地と隣接地との境界について、土地覚書が交わされ、旧

ぼうぜ医院建物の取壊しをしようとするときは、市は土地所有者及び

坊勢区長に速やかに通知するとともに、旧ぼうぜ医院建物が滅失した

ときは、市及び土地所有者は、直ちに坊勢区長の立会いのうえ、土地

境界について協議し、解決することとなっている。 

   キ 平成３０年１０月１日に姫路市立ぼうぜ医院として新築移転したた

め、平成３１年４月から土地覚書に基づき、旧ぼうぜ医院建物の取壊

し及び土地の境界確定に向けた事務を始めている。 

  ⑶ 本件業務委託１について 

   ア 主な業務内容は、資料及び現地調査、現況測量（多角測量、画地調

整等を含む）及び成果図面の作成である。 

   イ 見積金額は、兵庫県、兵庫県下全市町等で構成される兵庫県用地対

策連絡協議会とＸ協会が協議のうえ作成した「不動産表示登記業務委

託単価表・運用要領」に基づき算出されたものである。 

   ウ 姫路市の登録業者で、役務提供等の業種のうち各種調査計測・登記

関係の登録業者であるＸ協会と一者随意契約を締結している。 

   エ 随意契約理由書で、契約の性質又は目的が競争入札に適さない場合

の、「特定の者と契約しなければ契約の目的を達成することができな

い契約をするとき」を選択し、隣接土地所有者から速やかな対応を求

められているとし、一者随意契約の詳細理由を、 

    (ｱ) 公共嘱託登記手続きを法人として受託処理できること。 

    (ｲ) 作業を業務期間内に完了する能力を有すること。 

    (ｳ) 測量から境界協定まで一貫処理し、成果品に対して将来まで保証

できること。 

    (ｴ) 測量を遂行するために、法務局の信用、信頼があること。 

     上記の要件を満たし、限られた時間内に完成する能力、技術力と人

員を要し、公共嘱託登記を受託できる最適かつ唯一の法人であること

としている。 

   オ 打合せ協議回数、多角測量の測量点及び対象収集資料の増による増
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額並びに復元測量の実施取りやめ及び交通費の減による減額により、

令和元年８月２１日付で一部変更契約を締結し、契約金額が 201,960

円減額となっている。 

  ⑷ 本件業務委託２について 

   ア 主な業務内容は、本件業務委託１で取りやめた復元測量（境界立

会・確認を含む）並びに境界確定、地積更正登記及び関係官庁への提

出書類作成となっている。 

   イ 本件業務委託１の業務内容とは、重複したものはない。 

   ウ 見積金額は、兵庫県、兵庫県下全市町等で構成される兵庫県用地対

策連絡協議会とＸ協会が協議のうえ作成した「不動産表示登記業務委

託単価表・運用要領」に基づき算出されたものである。 

   エ 姫路市の登録業者で、役務提供等の業種のうち各種調査計測・登記

関係の登録業者であるＸ協会と一者随意契約を締結している。 

   オ 随意契約理由書で、契約の性質又は目的が競争入札に適さない場合

の、「特定の者と契約しなければ契約の目的を達成することができな

い契約をするとき」及び「経験又は知識を特に必要とする場合又は現

場の状況等に精通したものと契約するとき」を選択し、本件業務委託

１の結果として、本件請求土地の公簿地積と実測面積に大きな乖離が

あることが判明したため、一者随意契約の詳細理由を、 

    (ｱ) 法人として公共嘱託登記手続き復元測量から境界確定、地積更正

登記まで一貫して受託処理できること。 

    (ｲ) 作業を業務期間内に完了する能力、技術力、人員を有すること。 

    (ｳ) 当該測量を遂行するために、法務局に信用、信頼があること。 

     上記の要件を満たし、本件業務委託１を受託し現場の状況に精通し

ていることとしている。 

  ⑸ 本件業務委託１及び２に伴う事務について 

    土地覚書に基づき、通知、協議及び現地立合い等本件請求土地の境界

確定等に向けて事務を行っている。 

  ⑹ 契約方法に関する判例について 

    契約締結の方法については、競争性、透明性、経済性等に最も優れた

一般競争入札を原則としつつ、自治法第２３４条第１項及び第２項並び

に施行令第１６７条の２並びに姫路市契約規則第１９条の規定に基づき、

一定の条件を満たす場合にのみ随意契約による方法が認められている。

更に、姫路市契約規則第２１条の規定に基づき、随意契約のうち例外的

なものとして一者随意契約による方法が認められている。 

    昭和６２年３月２０日最高裁判決では、「競争入札の方法によること
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自体が不可能又は著しく困難とはいえないが、不特定多数の者の参加を

求め競争原理に基づいて契約の相手方を決定することが必ずしも適当で

はなく、当該契約自体では多少とも価格の有利性を犠牲にする結果にな

るとしても、普通地方公共団体において当該契約の目的、内容に照らし

それに相応する資力、信用、技術、経験等を有する相手方を選定しその

者との間で契約の締結をするという方法をとるのが当該契約の性質に照

らし又はその目的を究極的に達成する上でより妥当であり、ひいては当

該普通地方公共団体の利益の増進につながると合理的に判断される場合

も同項一号に掲げる場合に該当するものと解すべきである。そして、右

のような場合に該当するか否かは、契約の公正及び価格の有利性を図る

ことを目的として普通地方公共団体の契約締結の方法に制限を加えてい

る前記法及び令の趣旨を勘案し、個々具体的な契約ごとに、当該契約の

種類、内容、性質、目的等諸般の事情を考慮して当該普通地方公共団体

の契約担当者の合理的な裁量判断により決定されるべきものと解するの

が相当である。（注：文中「同項一号」は、現行施行令一六七条の二第

一項第二号である。）」とされている。 

 

 ２ 判断 

  ⑴ 本件業務委託１及び２並びにそれらに伴う事務の必要性等について 

    本件請求に係る土地については、土地覚書に基づき土地境界を確定さ

せる必要があり、請求人から、隣接土地所有者と市の２者による現地立

会により境界確定させたいとの要求を受けたようであるが、市として適

正に確定させるためには、本件業務委託１及び２の業務は必要であり、

これらの業務は専門的な知識や技術を要するため、測量、登記等業務に

ついて委託することは妥当であると認められる。 

    また、それらに伴う事務を本件請求土地の所管部署として職員が行う

こと及びそれらに伴う経費の支出も妥当であると認められる。 

  ⑵ 本件業務委託１の一者随意契約理由について 

ア 「隣接土地所有者から速やかな対応を求められている」について 

     土地覚書において、旧ぼうぜ医院建物の取壊しをしようとするとき

は、市は土地所有者及び坊勢区長に速やかに通知するとともに、旧ぼ

うぜ医院建物が滅失したときは、市及び土地所有者は、直ちに坊勢区

長の立会いのうえ、土地境界について協議し、解決することとなって

いる。このことから、市及び隣接土地所有者の双方にとって速やかな

対応が必要な案件と認められる。 

     令和元年度予算において、旧ぼうぜ医院建物取壊し及びそれに伴う
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境界確定作業に伴う経費が予算化されたため、土地覚書に基づき、速

やかに対応することは妥当であると認められる。 

   イ 「作業を業務期間内に完了する能力を有する」について 

     請求人が、業務が完了していないことを主張しているが、業務内容

は隣接土地所有者の同意を必要とするものであり、隣接土地所有者の

同意を得られないことには業務の完了に至ることはできず、本件の経

緯、状況から当初の業務内容の一部変更はやむを得ないことであり、

変更した業務内容で完了したことは認められる。 

   ウ 「限られた時間内に完成する能力、技術力、人員を要し、公共嘱託

登記を受託できる最適かつ唯一の法人」について 

     Ｘ協会には、能力、技術力を有した２４７の調査士等が在籍してお

り、本件請求土地境界についての経緯等について複雑な案件であるこ

とから、業務の履行が困難であることが想定でき、担当調査士以外の

調査士の協力を得て業務を遂行できるほか、担当調査士の異動や廃業

等があってもＸ協会は存続することから、相手方の要件として法人で

あることを盛り込むことは妥当であると認められる。 

     姫路市業者登録の役務提供等の業種で各種調査計測・登記関係にお

いては、資格者証の写し、過去２年の契約実績等を提出し、業者登録

されており、複数の調査士を有している業者もあるが、その規模、対

応等を考慮しＸ協会を選定したことは妥当であると認められるが、そ

の選定理由をより明確に記載されることが望ましい。 

   エ 「測量から境界協定まで一貫処理し、成果品に対して将来まで保証

できること」について 

     成果品について保証するのは担当調査士ではなく、受託者であるＸ

協会である。また、Ｘ協会は土地家屋調査士法に基づき設立された公

益社団法人であり、担当調査士の異動や廃業等があっても、多数の調

査士等が在籍しＸ協会が存続する限りは、成果品等への対応が可能で

あると認められる。 

    上記アからエを踏まえ総合的に判断し、施行令第１６７条の２第１項

第２号（契約の性質又は目的が競争入札に適さない場合）及び姫路市契

約規則第２１条第１項第３号（契約の性質等により２人以上の者から見

積書を徴することが不適当であると認められるとき）の規定を適用し、

相手方としてＸ協会を選定したことは、当該契約の種類、内容、性質、

目的等諸般の事情を考慮した契約担当者の合理的な裁量判断であると認

められる。 

  ⑶ 本件業務委託２の一者随意契約理由について 
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    本件業務委託１の一者随意契約理由に加え、本件業務委託１の受託者

で、現場の状況等を十分に把握していることから、Ｘ協会との一者随意

契約の締結は妥当と認められる。 

  ⑷ 本件業務委託１及び２の委託料について 

    兵庫県、兵庫県下全市町等で構成される兵庫県用地対策連絡協議会と

Ｘ協会が協議のうえ作成した「不動産表示登記業務委託単価表・運用要

領」に基づき算出された見積金額を予定価格としているもので、標準的

な価格と認められる。 

 

 

第４ 結論 

 

   本件業務委託１及び２は不必要な業務委託契約の締結であるとは認めら

れず、また、Ｘ協会との一者随意契約の締結は、総合的に判断し法令等に

違反しているとまでは認められないので、支出した委託料及び業務委託等

のために職員に行わせた事務に要した費用が違法な支出とは認められず、

本件請求については、これを棄却する。 

 

 

第５ 意見 

 

   契約締結の方法については、競争性、透明性、経済性等に最も優れた一

般競争入札を原則としつつ、自治法第２３４条第１項及び第２項並びに施

行令第１６７条の２並びに姫路市契約規則第１９条の規定に基づき、一定

の条件を満たす場合にのみ随意契約による方法が認められている。 

また、姫路市契約規則第２１条の規定に基づき、随意契約のうち例外的

なものとして一者随意契約による方法が認められているが、業者選定にお

いてはより慎重かつ厳正に行う必要があり、選定理由を明示しなければな

らない。 

今回請求のあった用地測量業務や公共嘱託登記業務に限らず、その他の

契約においても、競争性のある契約方法をとることができないか十分に検

討を行うとともに、業務内容、範囲、性質等を精査し、相当の理由がある

場合にしか一者随意契約による方法をとることができないことを認識し、

適正な事務執行に努められたい。 

 


